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取水施設の工程は、導水施設等へ影響しない最大限の工程を表したものであり、実際の工程は短縮される可能性があります。

予算上の制約、入札手続き、各種法手続き等によっては見込みのとおりにならない場合があります。
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補償等の工程は、事業完了までに必要な補償等を完了させることを前提としており、実際の工程は短縮される可能性があります。

　　　　　　　　　　　　　　　　霞ヶ浦導水事業　工期の点検結果（案）

この検討は、今回の検証プロセスに位置づけられている「検証対象ダム事業等の点検」の一環として行っているものであり、現在保有している技術情報等
の範囲内で、今後の事業の方向性に関する判断とは一切関係なく、現在の事業計画を点検するものです。また、予断を持たずに検証を進める観点から、ダ
ム事業の点検及び他の新規利水、流水の正常な機能の維持、水質浄化（代替案）のいずれの検討に当たっても、さらなるコスト縮減や工期短縮などの期待
的要素は含まないこととしています。なお、検証の結論に沿っていずれの対策を実施する場合においても、実際の施工に当たってはさらなるコスト縮減や
工期短縮に対して最大限の努力をすることとしています。

事業完了までの工程おいて、段階的な効果発現を図ることを考慮し各施設の整備を想定しています。
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